
　　　　岩出市長　　宛
　　　　　　　　　　

　＜求職活動の状況・予定について＞
　１　現在の活動状況

　　　　③　活動の状況 □　広告、インターネット活用、ハローワーク相談
□　電話によるアポイント（　　　　　社)
□　履歴書の提出（　　　　　社）
□　面接（　　　　　社）

　　　　④　求職活動を行っている方のみ：求職活動時の保育状況　（ 　　　　　　）

　２　過去の職歴

会社名 勤務内容

　３　確認事項
　　　①就労証明は利用開始後３か月以内に提出してください。
　　　②期限内に就労証明が提出できない場合は支給認定の取消し（退所）となります。
　　　③勤務の最低基準は月６４時間以上および週４日（原則）以上です。

住　所　

氏　名　

平・令　　年　　月　　日 申込中・在所（園）

平・令　　年　　月　　日 申込中・在所（園）

平・令　　年　　月　　日 申込中・在所（園）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 市役所記入欄 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

　　　　　　　 □短　（　　　　月から　　　　月まで）　　□保育所連絡済

保護者記入欄

誓約者の続柄 　児童の　　父　・　母　・　その他（　　　　　　　　　　）

児
童
名

生
年
月
日

施設名
※申込中
の方は

第一希望

勤務をしていた期間 離職理由

　　年　　月～　　年　　月 自己都合・会社都合

　　年　　月～　　年　　月 自己都合・会社都合

　　年　　月～　　年　　月 自己都合・会社都合

　　　記載内容を確認、同意のうえ署名してください。
令和　　　年　　　月　　　日

　　　　②　就職活動の開始時期　：　　令和　　　年　　　　月から

【保育所等利用申込用】

求 職 中 の 方

保育所等利用申込みに関する誓約書

　保育所等利用申込みにあたり、現在子どもの保育をしているため就労証明書が提出できません。

　利用開始日から３か月以内に就労し、就労証明を提出しますので保育所等の利用を希望します。

　　
　もし、利用開始後３か月以内に基準以上の勤務を満たせない場合は、「教育・保育給付認定の取消し（退所)」

　の決定を受けても異議を申し立てません。　　（基準：週４日以上（原則）、月６４時間以上）

　なお、求職活動の現在の状況・予定については以下のとおりです。

□継続的に行っている　　□行っていない（保育所等利用開始後、求職活動予定）

　　　　①　希望の勤務時間　：　１日　　　　　時間、週　　　　　日予定




